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新型コロナウイルス感染症に関する租税措置 

厳重特殊伝染性肺炎予防および救済振興特別条例施行に伴う「営利事業者の従業員に対する

防疫隔離休暇における支払給与費用倍額控除規定」の公布 

2020 年 3 月 10 日付で「営利事業者の従業員に対する防疫隔離休暇における支払給与費用

倍額控除規定」が公布されました。当規定により、企業において新型コロナウィルス（COVID-

19）のため検疫・隔離の対象となる従業員または責任者が発生した場合、当該従業員等に対

し支払った給与について、当該給与額の 200%を当年度営利事業所得額から控除することが

できるようになります。当規定の主な内容は以下の通りです。 

項目 説明 根拠法令 

適用期間 2020 年 1 月 15 日～2021 年 6 月 30 日 

厳重特殊伝染性肺炎

予防および救済振興

特別条例（以下、「救

済振興特別条例」と

する）第 4 条 

適用対象 

隔離・検疫対象者、患者介助者、緊急対応策の

指示による休暇申請者（例：休校により、12 歳

以下の児童の保護監督が必要な保護者による

休暇申請） 

防疫隔離休暇の適用対象は、衛生主管官庁が公

表する最新の「感染リスク保有者の追跡管理機

制」を基準とする。 

休暇付与および

給与支払 

規定に則り休暇（防疫隔離休暇）期間中に従業

員に対し支払った給与について、当該給与額の

200%を当年度営利事業所得額から控除する

ことができる。 

奨励策の重複適

用の排除 

(1)当該給与費用から政府補助金額を減額しな

くてはならない。 

(2)すでにその他租税優遇が適用される場合、

重複して申請はできない（例：すでに研究開発

に係る投資優遇が適用されている研究開発専

従職員への給与費用(産業創新条例第10条) ）。 

添付資料 (1)従業員の休暇申請書/記録等

台湾税務および投資法令
アップデート
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(2)衛生主管官庁発行の隔離治療通知書、隔離

通知書または検疫通知書等関連証明資料 

(3)当該支払給与費用倍額控除を適用する場

合、従業員の疫隔離休暇申請に係る証明資料を

保管するほか、確定申告時の金額確認および規

定書式記入のため、会計帳簿において「一般給

与」と「防疫隔離休暇給与」を区別し記帳する

ことをおすすめいたします。 

注意事項 

給与費用倍額控除適用後、当該金額が基本所得

額への加算対象となるか否かは、今後財政部よ

り公告される予定です。 

 

 

2020 年 3 月から 5 月における各種税目の申告納付期限延期に関する財政部公告 

財政部は 3 月 5 日に 2020 年 3 月から 5 月における各種税目の申告納付期限延期に関する

公告をしました。その主な内容は以下の通りです。 

(1)適用対象 

納税義務者、源泉徴収義務者、営利事業者の責任者、会計責任者、または申告業務の委託

を受けた代理人等が、新型コロナウイルスのため隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔

離または集中検疫等事由の影響により、法定期間内に申告納付を完了できない者。 

(2)各種税目の申告納付期限延長 

項目 納付期限の延長 

2019 年度法人税確定申告（暦年制） 2020 年 6 月 30 日まで延長 

申告期限が 6月 1日以前である営利事業者の

決算、清算、確定申告（非暦年）または中間納

付申告 

30 日間の延長 

2020 年 3 ~ 5 月において申告納付を行う営

業税 
申告月の月末まで延長 
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源泉徴収義務者が毎月 10 日までに国庫に納

付する前月の源泉所得税のうち、その納付期

限が 2020 年 3~5 月の各 10 日までである者 

申告月の月末まで延長 

注: 上記適用対象が、延長期間満了後においても引き続き隔離治療を受けている場合、

その申告期限を隔離治療終了後の翌日から 20 日間延長できる。 

(3) 必要添付資料 

事前申請の必要はなく、公告期間（延長後期間）内に衛生主管官庁発行の隔離治療通知

書、隔離通知書または検疫通知書等関連証明資料を添付の上、税務当局へ申告ならびに

納付を行う。 

 

各種税金の延納および分納に関する財政部審査原則 

上述の通り 3 月 5 日に財政部より各種税目の申告納付期限延期に関する公告がありました

が、当該公告に関連し、2020 年 3 月 25 日に営利事業者に関する各種税金の延納もしくは

分納申請審査原則が公布されました。これによると延納もしくは分納申請の適用対象がより

明確になりました。当原則の主な内容は以下の通りです。 

（1）適用対象期間 

納税期間が 2020 年 1 月 15 日~2021 年 6 月 30 日である税金。 

（2）適用税目 

法人税、営業税、貨物税、たばこ酒税、特殊貨物および役務税、房屋税、地価税、ナン

バープレート使用税、ならびに前述各種税にかかる利息、滞報金、怠報金および過料。 

（3）適用対象 

以下のいずれかに該当する場合、適用対象となる。 

・各中央官庁（例：経済部、交通部、衛生福利部、行政院農業委員会、文化部）が規定

する救済措置規定の適用対象者である企業 

・短期間において営業収入額が大きく減少した企業（例：2020 年 1 月から連続 2 か

月でその平均営業額が、2019年 12月前 6か月もしくは前年同期間の平均より 15%

以上減少している） 
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（4）延納または分納の期限 

延納：最長 1 年 

分納：最長 3 年（1 月を 1 期とし、計 36 期） 

（5）申請手続および資料 

納税期限内に申請書および関連証明資料を添付の上、税務当局へ申請を行う。 

（6）その他 

・延納または分納の許可を受けた場合、期限通りに納税を行ったとみなされ、従来通

り 10 年間の繰越欠損金控除を適用でき、また利息や滞納金は発生しない。ただし、

延納または分納期限内に納付しない場合、当該繰越欠損金控除の適用はできない。 

・延納または分納を申請する税額に制限はない。 

 

上記以外の方法による、税負担軽減措置（ナンバープレート使用税および家屋税） 

ナンバープレート使用税および家屋税に関しては、上記以外に以下の方法で、その負担を軽

減することができます。 

項目 措置 根拠法令 

ナンバープレー

ト使用税 

使用予定のない車両等に関して、交通管理機関

へ使用停止を申告することで、使用停止期間に

おいてナンバープレート使用税の課税を停止

することができる。 

ナンバープレート使

用税法（使用牌照稅

法）第 13 条 

家屋税 

観光ホテルまたは旅館の未使用階層部分につ

いて、申請して許可を得れば、家屋税の通常税

率 3%から非居住非営業用税率 2%に軽減でき

る。 

財政部 800417 台財

稅第 800686350 號

函 

 

  



 

 

 

5 

 

租税優遇措置 

2021 年 1 月 1 日より台湾・チェコ共和国間における租税協定の適用開始予定 

台湾とチェコ共和国は 2017 年 12 月 12 日にプラハにて「所得税二重課税回避および脱税

防止協定（以下、「台捷租税協定」とする）」を調印し、その後 2020 年 2 月 12 日にチェ

コ共和国が国内法定手続を完了しました。そして両国が台捷租税協定の規定に基づき、書面

により相互に通知したことにより、翌（2021 年）1 月 1 日より適用が開始される予定とな

りました。台捷租税協定は台湾にとって 33 番目の租税協定であり、欧州諸国では 16 ヶ国

目となります。当租税協定の主な内容は以下の通りです。 

適用範囲 

適用対象 
居住者：両国それぞれの税法規定の居住者を指し、個人・企業

をともに含む。 

適用税目 所得税 

主な租税 

減免措置 

事業所得 
一方の地域の企業が他方地域において行う事業が「恒久的施

設」を構成しない場合、その「事業所得」は免税となる。 

投資所得 

一、配当：上限税率 10% 

二、利息：上限税率 10%、特定の利息は免税 

三、ロイヤルティ：工業、商業または科学関連設備の使用ある

いはその使用権により支払われる報酬である場合、上限税率

5%。その他の場合は 10% 

財産取引所得 株式取引所得は原則として免税 

争議解決 相互協議 

一方の地域の居住者が、当該租税協定の適用や移転価格調整

に関する争議、またはその他の二重課税問題に直面した場合、

税務調査や追徴課税のリスクを回避するため、一定の期間内

に当該一方の地域の主管機関に、関係会社間取引に関する事

前相互協議を申し立てることができる。 

PwC 台湾の見解 

台湾企業が欧州市場に進出する際、顧客の即時的な供給要求に対応するため、ランニングコ

ストの比較的安価な東欧に工場や事務所を設立し、現地において所得税を納付する状況が多
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く見受けられます。当租税協定適用開始後、チェコ共和国で営業活動する台湾企業の稼得す

る国際的な所得に対する二重課税や過重な税負担が解消されることが期待されます。 

2021 年より、チェコ共和国から稼得する関連収益がある場合（例：技術もしくは管理役務

収入、配当収入、利息収入またはロイヤルティ料収入等）、チェコ共和国の税務当局へ租税

協定に基づき免税または軽減税率の適用申請を行うことができます。 

ただし、租税減免措置適用対象の所得獲得時、租税協定に基づく減免手続きを行わず、引き

続き従来の税率で納付を行った場合、当該租税条約により軽減ないしは免除されるべき税金

については、台湾において外国税額控除の対象とならない点ご留意ください。 

 

産業創新条例規定の「スマートマシンおよび 5G システム支出の投資控除」適用の注意点 

「会社または有限責任パートナーシップのスマートマシンおよび 5G システム支出の

投資控除に関する規定」が 2019 年 1 月 1 日より適用されています。申請フローは以

下の通りです。 

上記規定の詳細は台湾税務および投資法令アップデート 2019 年 9 月および 11 月をご参照

ください。 

https://www.pwc.tw/ja/publications/enews/taiwan-tax-news-201909.pdf 

https://www.pwc.tw/ja/publications/enews/taiwan-tax-news-201911.pdf 

 

PwC 台湾の見解 

1. 経済部工業局への申請 

2019 年度において「スマートマシンおよび 5G システム支出の投資控除」の適用をする

場合、申告期限終了日（2020 年 6 月 1 日）前に工業局に対し、オンラインで申請する

必要があります。当該申請は同一年度に一度のみ認められており、申請完了後、再度の

申請または修正をすることはできません。 

2. 国税局への申告資料 

法人税申告書第 A14 頁において記入が求められる「名称」、「投資範囲」、「購入形式」、

「購入日時」、「数量」および「実際原価」等の記入欄は、総じて工業局の申請システム

での記入事項と類似していますが、法人税申告書ではこれらの他に「購入単位」、「据付

地点」等情報の記入が追加で必要となります。 

https://www.pwc.tw/ja/publications/enews/taiwan-tax-news-201909.pdf
https://www.pwc.tw/ja/publications/enews/taiwan-tax-news-201911.pdf
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